
川崎市住宅相談運営要綱 

 (目的) 

第１条 この要綱は、住宅及びその附帯設備等の修理、増築、改築、新築等を行う市

民に対し、安心して相談できる窓口を設置し、より良い住環境の構築を通じて、市

民の生活に寄与することを目的とする。 

（住宅相談員等） 

第２条 住宅相談は、住宅相談員（以下「相談員」という。）が行う。 

２ 相談員は、第３条各号に掲げる事項について知識経験を有する者のうちから市長

が委嘱する。 

３ 相談員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 相談員は、第４条に定める各相談場所の相談日ごとにそれぞれ配置する。 

（相談事項） 

第３条 住宅相談は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

（１） 住宅及びその附帯設備等の修理、増築、改築、新築等（以下「住宅の修理等」

という。）に関すること。 

（２） 住宅の修理等に要する費用に係る各種融資制度等の説明に関すること。 

（３） 住宅の修理等に関し業者の紹介又は現地調査のための派遣に関すること。 

（４） その他、住宅に係る相談に関すること。 

（相談場所及び相談日等） 

第４条 住宅相談の場所、相談日及び相談時間は、別表のとおりとする。ただし、市

長が特別な理由があると認めるときは、住宅相談を臨時に行い、又は休止すること

ができる。 

（相談料） 

第５条 住宅相談は、無料とする。 

２ 相談員は、相談を受けた市民（以下「相談者」という。）から当該受託相談の対

価として相談料その他名称のいかんを問わず金銭その他の給付を受けてはならな

い。 

（謝礼） 

第６条 相談員に対しては、予算の範囲内で謝礼を支給することができる。 

（相談カード） 

第７条 相談員は、市民から受けた相談について、その要旨を記載した相談カード（別

記様式）を２部作成し、その１部を相談員が保管し、他の１部を市長に提出するも

のとする。 



（関係資料の提出） 

第８条 市長は、必要に応じて、相談員に対して住宅相談に係る関係資料の提出又は

報告を行わせるものとする。 

（秘密の保持） 

第９条 相談員は、相談上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（免責） 

第１０条 市長は、住宅相談に関して相談者又は第三者に生じさせた損害については、

一切その責を負わない。ただし、市長の責に帰すべき事由がある場合はこの限りで

はない。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は経済労働局長が定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は昭和５３年８月１２日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条第３項の規定にかかわらず、相談員の任期については、昭和５３年度に限

り、昭和５４年３月３１日までとする。 

付 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は昭和５７年７月 1日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は昭和５９年４月 1日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は平成２年１０月２９日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は平成３年４月 1日から施行する。 



付 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は平成４年１１月 1日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は平成９年４月 1日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は平成１０年４月 1日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は平成１８年４月 1日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は平成２０年４月 1日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は平成２４年４月 1日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は平成２５年４月 1日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は平成３１年４月 1日から施行する。 



別表 

住宅相談の相談場所等 

相談場所 相談日 相談時間 

川崎区役所 
まちづくり推進部 
地域振興課 

毎月 

第３ 

火曜日 

午前９時から 

正午まで 

幸区役所 
まちづくり推進部 
地域振興課 
中原区役所 
まちづくり推進部 
地域振興課 
高津区役所 
まちづくり推進部 
地域振興課 
宮前区役所 
まちづくり推進部 
地域振興課 
多摩区役所 
まちづくり推進部 
地域振興課 
麻生区役所 
まちづくり推進部 
地域振興課 
生活文化会館 
（てくのかわさき） 

毎月 

第２・４

土曜日 

午後１時から 

午後４時まで 

※備考 

相談日が次に掲げる日に当たる場合は、休止とする。 

（１）国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する祝日（生活

文化会館は除く） 

（２）１月２日及び同月３日並びに１２月２９日から同月３１日まで 




